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生産者支持推定量 (���) による
アジア途上国農政改革動向分析
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(研究論文１)

坪田 邦夫
(九州大学アジア総合政策センター教授)
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１ 本稿は､ 文部科学省科学研究費 ｢生産者支持推定量によるアジア途上国農業政策分析｣ (平成20�21年度) の助成のもと､ アジア６カ国の研究

者と共同して行った研究を中間的に総括したものである｡ 今後さらなるデータの追加や吟味､ 詳細な多面的分析を行い､ 各研究者による国別

報告も加えて､ 総合的な最終研究報告として取りまとめる予定である｡ 研究に参加した各国研究者は次の通り｡ 台湾：&�'(��)�����
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２ ��	�$��の訳語で､ 政策による経済主体間の所得の単なる移し換えをさす｡ ある主体の移転元の所得の減少 (マイナス) と移転先の所得の増

加 (プラス) は等しいため､ それ自体マクロで見ればなんらの価値を生むものではない｡ 政府が高所得者から税金を徴収し､ 低所得者に補助

金を出すのは典型的な移転の例である｡
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[要 旨]

近年のアジア諸国の農業政策は高度経済成長とグローバル化の中で大きく転換を迫られている｡

6�!などから貿易障壁や市場介入､ 国内補助金の削減を求められる一方､ 国内の消費者からは､ 食の

安全・環境問題など多面的な配慮が要請されるようになった｡ しかし多くの国では農業政策は複雑で､

全体としての受益や負担､ あるいは政策の方向は必ずしも明らかでない｡ 本稿は!��&で開発され､

先進国の農政分析やモニタリングに活用されてきた生産者支持推定量 (
��) の分析手法を改良してア

ジアの数カ国に適用し､ 1990年以降のアジア諸国の農政の動きを定量的・包括的に検証するとともに､

政策による政府､ 生産者､ 消費者の間の ｢移転｣２のわかりやすい解明を試みた｡ その結果､ 対象となっ

た南アジア・東南アジア諸国では､ 政策改革の動きが
��にはあまり表れてこないこと､ 農業保護は

依然価格支持によるものが大半となっているが､ その水準は高くなく為替や国際農産物価格などの外部

ショックに対抗するように動いていること､ 一部諸国では農業政策が農業者課税から農業者支援へとシ

フトしていることなどが明らかになった｡

キーワード：
�� (生産者支持推定量)､ 農政改革､ 農業補助金､ 6�!､ アジア途上国



１. はじめに：���分析とその意義
世界各国の複雑な農業政策の動向や質的変化

をわかりやすい指標で数量的に把握しようとい

う試みの代表的なものが ��� 分析である

(�����	
�及び�����､ 2004)｡ ��� (生産者量

支持推定量) 及び��� (消費者支持推定量)３

の概念は､ 1970年代半ばに国連食糧農業機構

(���) のスタディの中で農業政策のインパク

トを分析する手段として考えだされたものであ

るが (���､ 1975)､ その後1980年代前半に

����農業局が､ 理論と測定手法を整備し､ 実

際に加盟国の農業分析に応用したことから､ そ

の有用性が世界で広く認知されるようになった｡

すなわち､ 1987年の閣僚理事会に報告書の形

で提出された報告(����､ 1987)は､ ����諸

国の生産者への補助金相当額が全農産物生産額

の３割を超えること､ その大半が市場歪曲効果

の最も大きい価格支持政策によること､ その結

果生産過剰がもたらされ国際価格低落を招いて

いることなどを明らかにし､ すでにはじまって

いた����ウルグアイラウンドの農産物貿易

交渉に大きなインパクトを与えた｡

�������はその後も����により加盟国の

政策モニターの重要手段として使われてきてい

るが､ その過程で定義や分類が見直され､ 政策

分析手法としての有用性にさらに改良が加えら

れている４｡ 1999年の改正では､ 政策分類の細

分化や､ 公共サービス部門等を通じての移転で

ある ｢一般サービス支持推定量｣ (����) の

�������からの分離､ それに伴う総支持推定

量 (���) の導入がなされた｡ この改正によっ

て､ より厳密な意味での移転分析が可能となっ

た｡ 2007年の改正では､ 政策分類の改編などデ

カップリング(価格支持と所得支持の切り離し)

が進みつつある先進国の事情を反映した大きな

変更が加えられている５｡

途上国については､ ����自身が､ 中国､

ブラジル､ チリ､ 南アフリカなど主要非加盟国

について���指標の推定を行っている｡ また､

それ以外の機関では､ 代表的なものとして､

�����のグループが若干手法をかえて､ 中国､

インド､ インドネシア､ ベトナムについて推定

を行ったものがある (����
����2007)｡ た

だ､ 途上国についてはデータの不足や政策情報

が十分開示されていないこともあり､ ���指

標の体系的な計測はほとんど行われていない｡

本稿がアジア諸国の農業動向分析にこの

���分析手法を適用するのは次の理由による｡

まず第１は､ ���分析がアジア途上国の農業

政策の透明性を高めるのに役立つことである｡

途上国でも､ 最低価格の設定や肥料補助金など

多様な生産者対策が実施されるが､ 他方で為替

管理や物価管理を通じて消費者価格が国際価格

より低く保たれることも多く､ 実際のところ全

体として農業が保護されているのか搾取されて

いるのかわからない場合が多い｡ ���指標は

生産者・消費者・政府という３つのグループ間

の所得移転の大きさや､ 産品ごとの保護の大き

さを量的に示すことができ､ 農業政策がどのグ

ループやどの生産物に対しどの程度所得移転を

もたらしているかを明確にできる｡

第２は､ ����の例に見られるように農業

政策のモニタリングに役立つことである｡ ���

は保護の全体水準及びその内訳を政策タイプ別

に示すことができ､ 保護水準の全体動向ととも

に､ 保護全体に占める異なった政策タイプの構

成変化を明示できる｡ これにより､ アジア諸国

で1990年代以降進んできたとされる農政改革や

環境重視への移行などもモニターできる｡ 第３

は､ 政策が農産物需給へ与えるインパクトを推

計するうえで､ 有効な政策指標を提供できるこ

とである｡ 品目別���を生産量で割った単位

当たり���を生産物の追加的価格引き上げ分､

単位当たり���を消費者価格の引き下げ分に

相当するとみなせば､ これらを農産物需給モデ

ルに政策変数として盛り込むことにより､ 政策
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３ ������������������	���､ ��
���������������	��� の略である｡ ���は､ 当初､ 生産者補助金相当額 (���������� �	�!�"�	#��
�) と

呼ばれ､ ｢その政策を廃止した場合に､ 同じ所得を生産者に補償するために必要な支払額｣ と定義されていた｡ そのポイントは､ 生産者への

補助金と政策による価格引き上げ分を合体して１つの補助金相当額としたことにあり､ これにより政策の統一的評価や需給への影響分析が容

易になったことである｡

４ 1990年にまず定義が今日のように詳しく定義しなおされ､ 1999年の改正で､ 名称も今日のように変更された｡ これは､ 補助金という言葉が､ 実

際に農家に支払われる現実の補助金や市場のわい曲度合いと混同されやすいこと､ 農業研究や農業インフラ投資などは農家への支払いとは区別す

べきと考えられたことなどを考慮したものである｡ なお､ 今日でもこうした補助を ｢わい曲｣ と見なすものも多い (�
�����
����2006)

５ 品目別���計測を廃止して､ 代わりに���を一産品移転､ 産品グループ移転､ 全産品移転の３分類について計測することにした｡ また､ 政

策分類の再編と､ 新たな ｢ラベル付け｣ が導入された｡



が内外の農産物需給に与える影響を分析できる

からである６｡

２. 基本概念と計測の基本的枠組
１) 基本概念と前提
���､ ���､ ����は､ いずれも､ ｢その政策

の性格や目的､ 生産や所得あるいは農産物の消

費へのインパクトがどうであれ､ 農業をサポー

トする政策によって引き起こされる年あたりの

グロスな移転の金額の推定値｣ である｡ 三者の

違いは移転が誰と誰の間で起きるか､ どの段階

で測られるかによる｡ すなわち､

・��� ：消費者及び租税負担者(＝政府)から

生産者７への移転で､ 庭先価格で測

られたもの

・���：農業産品の消費者からの(への)移転

で､ 庭先価格で測られたもの

・����：一般的サービス(研究､ 開発､ 研修､

検査､ 販売促進など)への移転とし

て農業生産者に全体として (����	�


��	��) 提供されるもので､ 政府支出

として測られる｡

�������は､ まず品目別に計算される｡ す

べての産品について �������が計測されれ

ば８､ ���に���のうちの租税負担者からの移

転を加え､ さらに ����を加えると､ 国全体

としての農業部門への支援額である合計支持推

定量 (���) が計算できる９｡

���は ｢価格支持政策による移転 (���)

のうちの生産者にかかる部分 (����)｣ と

｢非価格移転｣ という２つの要素からなる｡ 非

価格的移転はさらに､ 不足払いや現物支給､ 所

得補填など農業生産者に実質的に10(	���������

������������) 支払われる政府補助金と､ 政府

が徴収する税金に分けられる11｡ 政府補助金は

その支払が何を (たとえば､ 生産物量､ 面積､

環境保護) 基準にしてなされるかによっていく

つかに区分され､ 政策動向の分析に使われる｡

���は､ 貿易制限や市場管理などの価格支

持政策の結果､ 内外価格差(���)が生じるこ

とによる所得移転で､ 当該国が計測対象産品の

輸入国であるか輸出国であるか､ さらに価格引

き上げになるか引き下げになるかで､ 移転の主

体及び符号が変わる｡ 当該産品の生産量を��､

消費量を��とすると､ 当該国がその産品の輸

入国でかつ政策が価格引上げをもたらす場合､

���は全額 (��� ���) が消費者からの移

転であり､ これを生産者と租税負担者等 (関税

収入等) が受け取ることになる｡ この生産者へ

の移転部分 (��� ���) は���としてカウ

ントされる (����)｡

当該国が輸出国であるケースは､ 移転元は消

費者 (���の���部分) と租税負担者 (財政

負担等) の２つであるが､ 移転先は生産者のみ

で､ 全額 (��� ���) が���にカウントさ

れる｡ 価格引き下げをもたらす場合も､ 符号が

変わるだけで基本的な構図は同じである12｡

���計算の核心をなす内外価格差は､ 同様な

ものを比べる (������	���	�������	) とい

う原則に従って､ 適切な品目の国際価格を庭先

価格に換算して求められる13｡

���も基本的には価格支持政策による消費
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６ 実際､ 1987年の����報告は､ 簡単な中期静態部分均衡モデルを用いて､ ����諸国が�������を10％削減した場合の世界需給への影響に

ついてシミュレーションをおこなっている｡ モデル・シミュレーションは､ その後拡張が図られ､ 現在では体系的な政策分析マトリックス

(���) による評価に発展している｡

７ ここで｢生産者｣｢消費者｣は､ 農産物の第１次の生産者､ 消費者を意味する｡ したがって､ 製糖工場や精米工場､ 卸売業者等への補助金は���

には含まれない｡ 逆に､ これら補助金は消費者価格の安定を目的とする限り､ 第１次の消費者への補助として���にカウントされる｡ ただ

し､ 農産物の加工業者や流通業者への補助については����とどこで線を引くかあいまいな部分が残っている｡ たとえば､ 政府が需給調整や

備荒のために民間の倉庫を借りて一定量の穀物在庫を保持管理している場合､ そのための支出のどこまでが消費者への移転で､ どこからが政

府の一般的サービスへの移転なのか､ あるいは政府の非効率によるコストなのか区分がつきにくい｡

８ 実際にはすべての産品について�������を計算することは不可能なので､ 主要な品目について計算した�������をもとに､ 比例計算などで

国全体の�������を推定することになる｡

９ このように少し複雑になるのは､ ���の中にすでに価格支持による消費者からの移転が含まれており､ ２重計算を避けるため���はそれを

除いた分だけを加算するからである｡

10 ｢実質的｣ というのは､ 農家への金利補助や肥料補助金に見られるように､ 実態は農家への補助金であるが､ 事務手続きの煩雑さを避けるた

め農協や肥料会社などに支払われるケースを含むからである｡

11 ���は個別の生産者に対する移転を表すもので､ 公的機関や公的投資への支出(政府から政府への移転)を通じて間接的に農業セクター全体に

もたらされる移転は含まない｡ 以前の定義では､ 後者も間接的に農家所得の向上をもたらすものとして�������に含まれていたが､ 現在の

定義では����として別途区分されている｡

12 ����の���マニュアル第４章に詳しい｡

13 内外価格差を庭先価格で比較するのは､ 加工業者や流通業者の非効率やそれらへの政策支援の効果によるバイアスを避けようという意図がある｡



者からの (への) 移転と ｢非価格移転｣ とから

なる｡ 後者は���の場合と同様､ 政府による

補助金や課税額である｡ ���の価格支持によ

る消費者からの (への) 移転����は､ 内外価

格差 (���) に消費量�	を乗じた額となる｡

これは､ 当該国が輸入国で価格押し上げの場合

であれば前述の ����と政府の関税相当収入

額とを加えた額に相当する14｡ ただ���の場合

とは移転の向きが逆なので､ 符号も逆転する｡

輸出国のケースは､ ����(符号は逆) に等し

くなる｡

���､ ���はそれぞれの農産物の生産量･消

費量で割ると､ 単位あたり���､ ���となり､

生産金額､ 消費金額でわれば､ ％���､ ％���

となる｡ 符合がプラスであれば単位あたり���

は一種の価格引き上げ分､ ％���は生産者保護

の程度を表す指標と解釈することができる｡

なお､ 定義にもあるように､ これら指標は政

策による金銭的な移転額やその割合を示すだけ

であって､ 政策による ｢インパクト｣ を金銭評

価したものではない｡ 政策によるインパクトの

推定は､ 各種経済モデルを使った総合的な分析

を待たねばならない｡ また､ ここで言う ｢政策｣

は､ 農業に限って適用されるものに限定され､

他のセクターにも広く適用される租税優遇措置

や､ 燃料価格補助､ 金利助成などは､ 農業者も

恩恵を受けていても計測の対象とされない｡ そ

れらは一般均衡分析などを使った経済全体の政

策分析に委ねられる｡

２) 計測の枠組み
計測対象国は､ インド､ インドネシア､ マレー

シア､ パキスタン､ タイ､ 台湾の６カ国､ 計測

期間は1990－2006の17年間である｡ 対象産品は､

コメ､ 小麦､ トウモロコシ､ 油糧種子(大豆又

は菜種)､ サトウキビ､ 牛肉､ 豚肉､ 鶏肉､ 牛

乳の９品目を共通品目とし､ これに各国の生産

事情に応じて重要な品目を追加して､ 国全体の

粗農業生産額に占める計測品目の合計生産額の

割合が６割を超えるようにした｡ 計測は､ これ

ら６カ国の研究者・政府関係者と共同で行った｡

計測に当たっては､ 
���の���マニュア

ル (
���､ 2008) に示された ���・���・

����の概念､ 手法､ 仮定を原則として踏襲し

た｡ しかし､ 途上国の実情を考慮して政策によ

る飼料コスト割り増し分や国内課税分の調整15

を割愛するなど､ 一部で簡素化をはかった｡ ま

た､ 政策分類についても現在の
���諸国の

ような複雑な分類は採用せず､ より基本的な６

種類に区分した16｡

実際の計測に使用したのは､ 2007年改正以前

の
���の国別���推定フォーマットに修正・

改良を加えた ����ブックのフォーマット

である｡ ���分析になじみのない関係者でも

比較的たやすく���指標が推定できるよう､

リンクコマンドや関数を多く使用して､ 入力を

最小限にする工夫をした｡ 特に内外価格差の計

測は､ 重量換算率､ 品質調整係数､ 港から国内

市場までのコスト､ 庭先から国内市場までの輸

送・加工コストなどを入力すれば自動計算がで

きるようにした｡ その際の国際価格は原則とし

て純輸入国なら ���価格を､ 純輸出国なら

�
�価格を当てることとしたが､ 貿易量が少

なく､ それら価格が異常な変動を示す場合には､

近隣国のデータを代わりに採用した｡ だだ､ 牛

乳と乳製品のように農家と貿易の段階で製品や

加工度合が異なる場合や､ コメに見られるよう

に国内普通産品と輸出入品とで種類や銘柄・等

級がかなり異なる場合､ 別途追加計算を行った｡

入力するデータは､ 各国政府等が発表する予

算書や各種統計データ､ 及び��
や世界銀行

など国際機関の発表している生産､ 貿易､ 価格

データをおもに用いた (��
���
�����

�����	����������������)｡

３. アジアの農業･農政をめぐる外的･内的
要因の動向と予測される結果

計測結果に入る前に､ アジア農業と農業政策
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14 関税以外の手段たとえば許可輸入業者への割り当てだと､ 政府への移転とならず､ 輸入業者への移転となる｡

15 飼料価格が貿易障壁により割高になると､ その分畜産物価格が割高になる｡ しかしそれは派生的なもので､ 畜産物本体の保護政策の結果では

ない｡ 
���では２重計算を避けるため､ 畜産物の���から飼料の���をさし引いている｡ 同様に､ 投入財や農産物に対する特別な課税も

���から差し引かれる｡

16 ①産出量に応じて支払われるもの(不足払いなど)､ ②面積や頭数に応じて支払われるもの､ ③投入財に対して支払われるもの(肥料補助金な

ど)､ ④投入の抑制などに対して支払われるもの(環境保全補助金など)､ ⑤農業所得に関連して支払われるもの(直接所得補償など)､ ⑥その

他の支払い(早期リタイヤ補助金など)



をとりまく国際環境の変化や国内の状況変化を

大まかに概観し､ そこからどのような���指

標の動きが理論的に導きだされるかを考察して

おこう｡ これが実験で言えばいわば仮説に当た

ることになる｡

１) グローバル化の影響
1990年代以降のアジア諸国農業や政策に大き

な影響を与えた世界的潮流を一言で言えば､

｢グローバリゼーションの広がり｣ であろう｡

それは､ 第２次大戦後続いてきた世界経済の発

展､ 技術革新特に輸送･通信技術の進歩､ 国際

的協調体制の充実を背景にするものではあるが､

1980年代以降､ 社会主義国が相次いで市場メカ

ニズムを導入する一方､ 紛争が続いていたイン

ドシナ半島も1991年にカンボジアの和平によっ

て�����の政治基盤が固まり､ アジアが少な

くとも経済面では市場主義を中心に一体となっ

て発展しうる条件が整い始めていたことも大き

い｡

こうした動きを加速したのが､ 1986年から始

まっていた����ウルグアイラウンド､ 特に

その農業交渉である｡ すでに見たように､ この

交渉は､ 農業をより自由な交際貿易の枠組みに

取り込み､ 農業保護の漸進的削減を目指すこと

を目的としており､ 貿易障壁のみならず､ 輸出

補助や国内保護の削減をも国際約束にしようと

するものであった (������	
���
��､ 1994)｡

開発途上国は､ 先進国より緩い削減条件が認め

られたが､ まったくの免除ではなかった｡ 国境

措置については､ ｢例外なき関税化｣ が求めら

れ､ それまで数量制限や国家貿易に頼ってきた

インドなどアジア途上国の多くは､ 貿易政策の

根本的見直しを迫られることとなった｡ 特に輸

出主導の経済成長を成し遂げつつあった韓国や

�����の一部諸国などでは､ 工業製品輸出拡

大の見返りとして､ 先進国から穀物や畜産物を

中心に農産物の輸入規制の緩和が強く求められ

ることになった｡ また､ ���加盟を目指した

中国と台湾は､ 農産物について国家貿易の廃止､

数量制限の撤廃､ 関税の大幅な引き下げ､ ミニ

マムアクセスなど大胆な譲許を余儀なくされた18｡

大まかに見ると､ 1990年代のアジア諸国は､ 体

制や経済発展段階のいかんを問わず､ 農業への

市場原理のより一層の導入と､ 貿易障壁の低減

という農政改革の方向に進んでいたといってよ

い｡ それはまた､ グローバル化のもとで急速な

輸出工業化により経済発展を遂げようとするア

ジア新興国にとって避けて通れない道であった｡

近年ではこの貿易制限の緩和は���の枠外

でも必要となりつつある｡ それは���ドーハ

ラウンド交渉が難航する中で､ 最近になって二

国間､ 複数国間の自由貿易協定���あるいは

経済包括協定 (���) が加速しているからであ

る｡ アジア地域では､ 現在､ 域内・域外との間

で47の地域貿易協定 (���) が結ばれている

が､ ６つの地域協定を除くすべてが2002年以降

に締結されており､ 現在も19の協定が交渉中で

ある (���､ 2010)17｡ その内容や形態は多岐

に渡るが､ 二国間や複数国間の協定が網の目の

ように広がる中で､ 実態として中国､ 日本､

�����､ シンガポール､ インドを結節点とす

る地域多国間協定に類似したものが出来上がり

つつある｡ 1990年代の貿易政策改革が主に

���という外圧によるものであったのに対し､

この2000年代の���の加速は､ 高い経済成長

の持続を望むアジア諸国が自由な貿易の拡大を

必要とした結果であるといってよい｡

農産品についてみれば､ 域内協定ではコメな

ど食料安全保障に必要なものは ｢センシティブ

品目｣ として､ 例外扱いされるケースが多いも

のの､ 主食以外の農産物や加工食品では相互に

関税の撤廃や引き下げが進行している｡ 域外と

の協定でも､ 温帯産農産物や畜産物の譲許が議

論の焦点となることが多く､ 常に農産物市場開

放の圧力を受ける状況が続いている｡

これらの点を総合すると､ アジア諸国の農産

物貿易障壁はこの20年で減少し､ 為替レートや

国際農産物価格の乱高下がなければ､ 内外格差

は縮小し､ ���､ ���は絶対値が小さい方向に

動いていったものと想像される｡ すなわち､ 生

産者に実質負担を強いていた途上国では ���

のマイナス幅が縮小するし､ 価格を高く保つこ

とにより生産者を手厚く保護してきたところで

生産者支持推定量 (PSE) によるアジア途上国農政改革動向分析

九州大学アジア総合政策センター【紀要】第４号 11

17 出典は��������の���リスト (2010年１月28日アクセス) で､ リストの中からアジアと関連するものを拾い出した数字である｡ 47の実効

協定農地27がアジア諸国間協定である｡

18 これらの動きとその後の対応については���事務局が各国について行う貿易政策レビューに詳しい (�����
������	������)



は､ プラス幅が減る｡ もし､ 多くの国でもとも

と���がプラスであったとすれば､ 近年にな

るほど全体として右下がりになる予想される｡

もうひとつは､ このように国境措置と連動した

価格支持政策の改革が進むと､ 価格支持による

���の割合が減少し､ 非価格支持���､ さら

には ����の相対的比重が高まることが予想

される｡ 価格支持の削減を､ それ以外の直接支

払いや一般的農業支援の増額で補おうとするか

らである｡ これらの点も検証しておく｡

２) 為替レート､ 国際商品市場の影響
農業の支持水準に大きい影響を与えるものに､

為替レートと国際商品市場価格がある｡ 実際､

1990年代以降､ 為替レートと国際商品相場は大

きく変動しアジア農業に大きな影響を与えた｡

図１からもわかるように､ 米ドルはアジア諸国

の通貨に対して大幅に切りあがっており (アジ

ア通貨側から見れば切り下げ)､ 中でも1997年

のアジア通貨危機の際のインドネシア､ タイ､

マレーシアの通貨価値の下落は過去に類を見な

いものであった｡ また､ インドやパキスタンの

通貨も1990年代前半から大幅に切り下げが進ん

でいる｡ 農産物貿易を考えた場合､ 国内価格に

あまり変化がなければ､ これら諸国の農産物は

国際的に見て1990年代を通じて相対的に割安と

なり､ 輸入に不利に､ 輸出に優位に働いたはず

である｡ 国内価格は上昇圧力を受けることにな

るが､ 貿易制限にせよ国内価格安定策にせよ政

府による介入を行っていれば､ 生産者に逸失利

益が発生し､ ���は短期的にマイナスに動く｡

実際には輸出入インフレという形で次第に国内

物価が上がり､ 急激な���の低下は回復して

いくはずで､ �字型のカーブとなることが予想

される｡

一方､ 国際農産物価格の動きを見てみると

(図２)､ 1995－6年に中国の輸入増加を反映し

て一時急騰したが､ 1990年代から2002年ころま

で､ 全体として低下ないし弱含みで推移してい

る｡ その後は反転に転じたものの､ 2006年まで

はそれほどの上昇は見せていない｡ しかし､ バ

イオ燃料需要の急増や､ 在庫水準の低下を反映

して2007年から2008年にかけて著しい高騰を見

たことは記憶に新しい｡ その後は反動で低下し

たが2010年１月現在でもなお2002年の最低水準

を40－120％程度上回っている｡ 為替変動がな

く､ 国内市場が価格支持政策で守られていると

した場合､ アジア途上国の国内穀物価格や油糧
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図１ 為替レートの推移

出典：世界銀行 (���2009)､ 	�
� (����������	��������������) 等より作成
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図２ 国際農産物価格の推移



種子価格は､ 国際価格から見ると1990年代半ば

に割安となり､ 2000年代前半に割高､ そして最

近では割安という一種のサイクルを繰り返した

はずである｡ これは当然���や���に跳ね返

り､ 国際価格の乱高下に対してそれを相殺する

ように (カウンターサイクリカル) 変動するこ

とになる｡

３) 国内経済発展の影響
国際要因だけでなく､ 経済成長という国内要

因がアジアの農業･農政に及ぼす影響も無視す

ることができない｡ 1990年代以降､ 高度成長が

続くアジアでは購買力平価で見た主要国の国民

一人当たり所得は確実に上昇した｡ この結果､

工業など成長部門からの税収増により政府財政

に余裕が生まれる一方､ 相対的に農業の比重が

下がり､ 農業部門への課税の重要性は薄れ､ む

しろ農工所得間格差是正のための農業支出を増

やす必要性が高まる｡ このことは､ ���がマ

イナスからプラスへ､ プラスはさらに大きなプ

ラスへという動きになって計測値に反映される

ように働くと予想される｡

また､ 経済成長による所得上昇は消費者の農

産物需要に変化を引き起こす｡ 消費に占める穀

物のウェイトが減り､ 野菜･果実･畜産物､ さら

には加工食品や外食､ 輸入食品の需要が高まる｡

農業政策に何が起きるか｡ 主食を中心とした基

幹農産物の価格支持政策の比重が下がり､ それ

以外の需要弾力性の高い農産物への転換や付加

価値化を促す政策の比重が上がることになろう｡

���条約により､ 価格支持や増産の補助金を

減らすことが求められているから､ 政府は､ そ

の引き換えに研究開発やインフラ整備､ 流通近

代化といった ����の部分を増加させると予

想される｡ 所得の高い国では､ 環境保全型農業

への助成といった政策のウェイトも高くなるに

違いない｡

一般に､ 価格政策からそれ以外の農業保護政

策､ 特に所得政策への転換は､ 消費者から生産

者への移転を政府からの移転で置き換えること

になるため､ 著しい財政負担の増加を伴うが､

他部門の急成長で財政的な余裕が生じてきてい

れば､ こうしたことも可能であろう｡ つまり､

国全体の農業部門へのサポート額���があま

り減らないなかで､ ���､ ���の中の価格支持

部分が減り､ ����が増えるという変化が観察

されることが予想される｡ それは､ ���	諸

国ですでに現実におきつつあることであり､

���の農業協定が期待することでもある｡

４. 計測結果と分析
１) 国別平均％���

図３は､ ６カ国の国別平均％���の計測結

果を示したものである｡ 少し複雑に見えるが､

いくつかの特徴を見て取ることができる｡ まず

第１は､ 全体として一貫したトレンドが認めが

たいことである｡ 貿易障壁の削減などにより

���水準の低下が予想されたが､ この結果を

見る限り､ そうした傾向を読み取ることはでき

ない｡ 1990年代後半以降は､ 多くの国でむしろ

％���が上昇する傾向にある｡ これは意外な

結果である｡ このことは､ ���を意識して行っ

たはずの市場開放策が表面だけで実際は実効性

の少ないものであったか､ あるいはその代償と

して別途の生産者支援が行われたか､ もしくは

経済成長に伴って農業課税から保護へと転換す

る動きと相殺された可能性が強いことを示唆し

ている｡

第２は､ ％���が著しい年変動を示すこと

である｡ インドネシア､ マレシーシア､ 台湾で

は1997年のアジア通貨危機前後に､ ％���が

急減している｡ これは前章で述べた為替レート

生産者支持推定量 (PSE) によるアジア途上国農政改革動向分析
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の急激な変動の影響である｡ また､ 1995年から

1996年にかけても若干の減少､ 逆に2002年では

上昇がみられる｡ これは国際農産物価格変動の

反映と考えられる｡ すなわち前者は中国の大量

輸入をきっかけにした国際農産物価格の上昇の

影響､ 後者はこの時期国際農産物価格が低迷し

たことが％���に表れたものである｡ これら

諸国では､ 国内市場は貿易制限を伴った価格安

定策が依然大きな力を持っており､ 為替や国際

価格の変動に対して％���がカウンターサイ

クリカルな動きを見せることになった｡

第３は､ それにもかかわらず､ ����諸国

と比べ全般に支持の水準が低く､ 場合によって

はマイナスになるケースも散見されることであ

る｡ マイナスの���は､ 生産者が気付かない

うちに､ 逸失利益が生じていることを意味する｡

逆に消費者からみれば､ それだけ得をしている

ことになる｡ 台湾を除くと､ これら諸国の農業

政策は､ 財政の制約に加えて､ 低所得者への配

慮から生産者と消費者の双方に目配りした運営

を余儀なくされており19､ 価格支持政策はある

ものの､ 結果的にあまり高い保護水準になって

いないことが分かる｡

第４に､ この６カ国の％���の動きは､ イ

ンド・パキスタンのグループ､ タイ・インドネ

シア・マレーシアのグループ､ そして台湾と３

つのグループに分けることができる｡ インドと

パキスタンは､ 後者の振れがやや大きいが､ ほ

ぼ同じような変動を繰り返している｡ これは､

両国とも､ 農業に占める米麦､ 酪農の比重が高

く､ かつ政府の関与が大きいことがその理由で

あろう｡ ２番目のグループは､ タイが食料輸出

国で､ インドネシアとマレーシアは輸入国とい

う違いはあるが､ ％���はゼロをはさんでほ

ぼ15％変動範囲に収まっている｡ おなじ

�����の主要国であり､ 農業に対する政府の

関与の程度が相対的に小さいことが寄与してい

ると思われる｡ 台湾は食料自給率の低い工業国

であり､ 経済に占める農業の比重が小さいため､

％���で見る農業支援の割合が30％前後とや

や高めに推移しており､ 日本や韓国と同じく､

東アジアの高所得食料輸入国としての特徴が表

れている｡ なお､ 紙数の関係で割愛するが､ 同

様の議論が％���についても可能である｡ そ

れは､ これら６カ国について､ ％���と％���

がプラスとマイナスでほぼ対照的なグラフとな

るからである｡ このことは､ これら６カ国の農

業政策による移転は価格支持による消費者と生

産者の間の移転が太宗を占め､ 占める政府によ

る補助金のウェイトはなお小さいことを裏付け

るものである｡

２) 品目別���

前節は平均の国別％���の分析であったが､

これを品目別に見てみると､ 品目によってその

動向や変動のパターンが異なることが明らかに

なった｡ 図４は計測されたコメの％���の動

きを見たものである｡ あまり統一した方向性や

共通のパターンがないという点で図３の国別％

���と多少似ているが､ いくつか明確な違い

がある｡ 第１はプラス・マイナスの水準と変動

幅がともに大きいことである｡ 台湾やマレーシ

アの％���は､ 為替レートの影響を受けた時

期を除き40－60％と高い水準を維持している｡

食料安全保障や零細農家への配慮のため､ コメ
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19 たとえば､ インドの農業政策の基本目的は､ ①食料の自給､ ②生産者が報われる価格､ ③安定した消費価格の３つとされており､ ②と③のバ

ランスが大きな政策運営の課題となる｡

図４ コメ：％PSE
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への手厚い保護が必要であったからである｡ 他

方で､ インド､ タイ､ インドネシア､ パキスタ

ンでは､ 時期は異なるがマイナス40－60％とい

う大きな下落を示す時期がある｡ これはこれら

諸国のコメが主食として直接間接の需給管理対

象になっていること及びコメの国際価格と為替

がこの期間かなり大きな変動を繰り返したこと

を反映している｡ なお､ タイはコメの大輸出国

であるため､ 特別な期間を除いて％���はゼ

ロに近い水準で推移している｡

コメと対照的なのが牛乳の％���である

(図５)｡ 絶対水準には､ プラスの70％からマイ

ナスの20％まで大きな差があるが､ 1998年以降

のインドネシアを除き各国の各年の変動のパター

ンにはっきりした同調性が認められる｡ これに

は２つの大きな理由が考えられる｡ 一つは､ ど

の国も牛乳・乳製品について国境措置を含めた

国内価格支持政策をとっていることであり､ 二

つ目は､ パキスタンを除き､ 内外価格差がバター

と脱脂粉乳の輸入価格から計算した還元乳の価

格と国内乳価を比較して求められているという

ことである｡ 国際的に取引されるバターや脱脂

粉乳のドル建て輸入価格はどこの国でも同じ程

度となるはずなので､ 差が出るのは国内乳価水

準と為替レートだけになる｡ 国内乳価はどの国

も年変動がそれほど大きくないから､ 内外価格

差の変動はバターと脱脂粉乳の国内通貨換算価

格の変動だけで決まり､ したがって％���は､

各国とも同じような年変動パターンを示すこと

になる｡ パキスタンのケースも､ 全粉乳の輸入

価格との間で内外格差を求めており､ 結果的に

は同じ変動パターンとなっている｡

３) ���の構成変化
農業政策の方向の変化は､ ���の大きさだ

けでなく､ その構成内容の変化に大きく現れる

はずである｡ すなわち価格政策による保護や搾

取から､ 直接支払いなどそれ以外の政策手段へ

の切り替えである｡ しかし､ 今回対象となった

諸国を見る限り､ そのような明確な変化を読み

取ることは難しい｡ 図６はインド､ 図７は台湾

について���総額とそれに占める価格支持､

その他の各種支払いの内訳を示したものである

が､ インドについては絶対額が1990年代末から

2005年にかけて急増しており､ しかもその増加

分の大半が価格支持による移転であることがわ

かる｡ プラスであれ､ マイナスであれ､ 価格支

持の比率が高いことは他の国でも同様で､ イン

ドネシアでは､ ���の90％以上が価格支持に

よる移転である｡ タイでは､ 1999－2003年にか

けて､ 台湾では1996年以降､ 特に2002年の

���加盟前後は価格支持以外の���の比率が

生産者支持推定量 (PSE) によるアジア途上国農政改革動向分析
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増加するが､ その後は横ばいか減少しており､

依然価格支持に強く依存する傾向は変わってい

ない｡

ちなみに､ 台湾を除くと､ 価格支持以外の

���では､ 肥料や種子､ 電気代などへの投入

財補助が圧倒的に大きく､ 環境目的補助や直接

所得保障など生産刺激的でない支援はほとんど

見られない｡ 所得が低いアジア途上国では､ ま

だ生産増と結びついた政策が必要なのである｡

一方台湾では1990年以前からコメの生産調整の

ため休耕補助金が支払われており､ さらに

���加盟を契機として2000年ごろから所得保

障的補助金が増加している｡ 最近では ����

型の農政改革が徐々に進んでいることがわかる｡

４) 生産者・消費者・政府間の移転の変化
一般に､ 農業政策の改革は､ 貿易障壁の削減

を伴うため､ ���に占める価格支持���割合

を減らし､ 非価格支持ないし 	���割合を増

加させる｡ ����諸国のように､ 価格支持に

よる���が正の大きな数値を示す場合には､

���に占める価格支持���､ 非価格支持���､

及び 	���の割合の変化を見れば､ こうした

農政改革の方向を把握することが可能である｡

しかし､ 途上国のように､ 価格支持による���

が時折マイナスになる場合､ ％で表わされる

���の構成比は､ 政策分析の指標として意味

をなさなくなる20｡ これを避けるため､ 生産者､

消費者､ 政府の３者の間の移転額を行列形式で

表示することが考えられる (表１)｡

各欄は行のグループから列のグループへの移

転額を表わす｡ たとえば第２行 (消費者) 第１

列 (生産者) の欄は価格支持政策により起きる

消費者から生産者への移転額����を表す｡ 第

１行第２列には符号が逆の同じ数字が入る｡ 対

角線上の欄は生産者同士､ 消費者同士の移転な

のでゼロであるが､ 政府同士での移転 (第３行

第３列) はゼロではなく 	���額が表示して

ある｡ これは､ 政府全体の支出を合計欄に明示

するためである｡ 数値を列にそって縦に加える

と､ そのグループへの移転の総額となる｡ 同様

に数値を行に沿って横に加えるとその行のグルー

プからの移転額総額で符号が逆となる｡ ただし

この場合､ 	���は政府部内での移転なのでゼ

ロとみなして政府総支出から差し引いておく｡
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図７ PSEの構成変化：台湾

表１ 生産者・消費者・政府間の政策移転行列

１. 生産者 ２. 消費者 ３. 政 府 合計 (ネット)

１. 生産者 0 －���� －
���＋��� －生産者移転総額

２. 消費者 ���� 0 －
���＋��� －消費者移転総額

３. 政 府 
���－��� 
���－��� －	��� 政府総支出－	���

合 計 生産者移転総額 消費者移転総額 政府総支出 (－) ���

注) ����：価格支持による���｡ 
���：非価格支持による���｡ ���：生産者への課税 (主に輸出品にかかる輸出税)｡

���：非価格支持による���｡ ���：消費者への課税 (主に輸入品にかかる関税)

20 分母となる���値がマイナス���分だけ小さくなるため､ ���に対する比率でみると	���等の％割合を著しく過大にする｡



こうすると､ 政府の欄を横に加えた合計は､ 生

産者と消費者へ政府が移転したネットの額とな

る｡ 便利のため対角線の一番右下に､ 農業部門

全体への移転すなわち���を記入しておく｡

���は生産者移転総額に ����を加えても､

あるいは消費者移転総額に政府総支出を加えて

も (符号は逆転する) 求めることができる｡

今回対象となった諸国について､ 実際の表を

作成してみると､ これからいくつかの興味深い

変化を読み取ることができる｡ 表２はそのうち

４カ国の1990－94年の平均と2000－04年の平均

を示したものである｡ 第１は､ 各国がこの間､

消費者から農業者への移転を大幅に増加させて

いることである｡ これは､ これら諸国が近年に

なるほど農業者の保護をより重視する傾向にあ

りかつその手段を価格支持政策に頼っているこ

とを意味する｡ 第２にインドとタイでは1990年

代初めには生産者への移転の総額がマイナスで

あった､ つまり農業者は肥料補助金などで一見

厚く保護されているように見えて､ 実際には農

産物については国際価格と比べて低い価格しか

受け取っておらず､ 全体としてみれば､ 損失を

こうむっていたことを示す｡ これは����諸

国には見られないことである｡ しかし､ これら

諸国でも近年は生産者の移転がプラス､ 消費者

への移転がマイナスとなり､ 農業政策が農業者

の搾取から保護へ､ 消費者の保護から負担へと

変化していることを示している｡

第３は､ それにもかかわらず､ パキスタン､

台湾､ タイの各国で政府からの移転が同様にあ

るいはそれ以上の比率で伸びていることである｡

第４は､ インド､ マレーシア､ パキスタン､ 台

湾などが政府支出に占める政府間移転すなわち

����の割合を増やしていることである｡ この

第３番目と第４番目の変化は､ 前節で見たよう

に､ ���が価格支持による農業者支援の削減

生産者支持推定量 (PSE) によるアジア途上国農政改革動向分析
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表２ 農業政策による移転行列と TSE (単位：各国通貨10億)

1990‒94平均 2000‒4平均

イ ン ド

生産者 消費者 政 府 純 計 生産者 消費者 政 府 純 計

生産者 0 181 ‒141 40 生産者 0 ‒743 ‒319 ‒1062

消費者 ‒181 0 3 ‒178 消費者 743 0 94 838

政 府 141 ‒3 ‒215 138 政 府 319 ‒94 ‒914 225

合 計 ‒40 178 ‒353 ‒174 合 計 1062 ‒838 ‒1138 ‒1976

イ ン ド
ネ シ ア

生産者 消費者 政 府 純 計 生産者 消費者 政 府 純 計

生産者 0	0 ‒5	2 ‒0	3 ‒5	5 生産者 0	0 ‒6	1 0	3 ‒5	9

消費者 5	2 0	0 0	7 5	9 消費者 6	1 0	0 1	4 7	5

政 府 0	3 ‒0	7 ‒4	9 ‒0	4 政 府 ‒0	3 ‒1	4 ‒6	8 ‒1	6

合 計 5	5 ‒5	9 ‒4	5 ‒10	4 合 計 5	9 ‒7	5 ‒5	1 ‒12	6

台 湾

生産者 消費者 政 府 純 計 生産者 消費者 政 府 純 計

生産者 0	0 ‒64	7 ‒5	1 ‒69	8 生産者 0	0 ‒61	7 ‒14	3 ‒76	1

消費者 64	7 0	0 8	8 73	6 消費者 61	7 0	0 11	1 72	9

政 府 5	1 ‒8	8 ‒60	6 ‒3	8 政 府 14	3 ‒11	1 ‒122	0 3	2

合 計 69	8 ‒73	6 ‒56	9 ‒130	4 合 計 76	1 ‒72	9 ‒125	2 ‒198	0

タ イ

生産者 消費者 政 府 純 計 生産者 消費者 政 府 純 計

生産者 0	0 7	1 ‒0	5 6	6 生産者 0	0 ‒8	4 ‒49	7 ‒58	1

消費者 ‒7	1 0	0 3	0 ‒4	1 消費者 8	4 0	0 5	8 14	3

政 府 0	5 ‒3	0 ‒675	6 ‒2	5 政 府 49	7 ‒5	8 ‒1639	3 43	9

合 計 ‒6	6 4	1 ‒673	1 ‒669	0 合 計 58	1 ‒14	3 ‒1683	2 ‒1697	4



を求めたことや､ 経済成長に伴って政府財政に

余裕が出始めてきたことと関係があろう｡

５) まとめと今後の課題
以上の点をまとめておこう｡ 1990年以降2006

年までの17年間を振り返ると､ アジア諸国では

グローバル化の進展や､ ���体制の発足など

により､ 農業政策改革が進んだとされるが､ イ

ンド､ インドネシア､ マレーシア､ パキスタン､

台湾､ タイの６カ国の���指標による分析で

は､ そうした一般的傾向を認めることができな

かった｡ 台湾を除くとむしろ､ 経済成長に伴っ

て農業の保護が次第に高まる傾向が見て取れる｡

また､ その保護の手段も､ 価格支持といった市

場介入措置の占める比重が依然大きく､ デカッ

プリングや環境関連政策の比重増大など

����諸国で進んでいる農政の質的変化はま

だ見ることができない｡ ただし､ ％���の水

準は����諸国と比べて相対的に低く､ ほぼ

プラス・マイナス20％の範囲に収まっており､

保護の水準自体は決して高くない｡

こうしたことを反映して､ 計測された ���

は､ 為替レートの変動や国際農産物市場の変動

に対してカウンターサイクリカルに動く傾向を

示した｡ すなわち､ 自国の実効為替レートが下

落あるいは国際農産物価格が高騰すれば ���

は下がり､ その逆では���が上昇するという

現象が観察された｡ これは､ 国内的に見れば､

食料価格の安定､ 社会安定のために採られた政

策のポジティブな結果であるともいえる｡

移転についてみると､ ����諸国と異なり､

インドやタイでは1990年代前半は､ 低価格政策

により農業者から消費者への移転が起きていた

と推定され､ インドネシアなどでは､ 1990年代

後半に国内通貨の大幅な切り下げがあった結果

一時的にやはり農業者から消費者への移転が起

きている｡ ただ､ 全体として農業政策は最近は

どの国も生産者保護の方向に動き､ 2000年代半

ばには､ 国際農産物価格の低迷もあって､ 消費

者から生産者へ移転をもたらすようになってい

る｡

���の変化には国によって相当のばらつき

があるのも事実である｡ ％���で表わされた､

農業保護の程度やその変動パターンの違いによっ

て､ ６カ国はインド・パキスタンのグループ､

タイ・インドネシア・マレーシアのグループ､

そして台湾と３つのグループに分けることがで

きる｡ インドとパキスタンは､ 生産に占める米

麦や乳製品の比重が高く､ かつこれらの国内市

場を価格支持政策で国際市場と分離する傾向が

強いため､ 類似の％���変動パターンを示す｡

これに対し２番目のグループは､ 比較的保護の

程度が弱く､ かつ計測機関の途中で為替レート

の大きな変動の影響を受けたため､ やはりグルー

プとして同じようなパターンが計測された｡ 台

湾は比較的保護の程度が高く､ かつ���の構

成比が価格支持からそれ以外の政策へという変

化がおきつつある点で日本や韓国などの

����諸国と同一のグループに属すると見て

よい｡

このように､ ���分析は､ アジア途上国の

農業政策の動向とその政策の質的変化を数量的

に把握するうえで､ きわめて有効な指標である

ことが示された｡ 各国政策へのインプリケーショ

ンや国際需給への影響などについては､ 詳細な

国別分析や世界モデルなどによる分析をまたね

ばならないが､ こうした作業を積み重ね､ 結果

を広く公表することで政策の透明性が高まり､

目的に合致した効率よい農業政策の立案や評価､

修正が容易になろう｡ 各国政策担当者自身によ

る試算・分析を含め､ 広く政策評価に使われる

ことを期待したい｡

なお､ 今回の推定や分析はあくまで､ 多くの

仮定と限られたデータに基づいた暫定的なもの

であり､ 今後､ 各国の政策と政府予算の情報の

さらなる収集と分類整理､ 内外価格差の推定方

法の的確さの吟味､ 品目別���から国レベル

の���への拡張に用いられる外挿手法の再検

討､ 他の効率性の指標との比較､ 数量モデルに

よる農産物需給分析への応用などによって､ さ

らなる改善が試みられる必要がある｡ 特に､ 内

外価格差の推定については､ それが���推定

の結果を大きく左右するだけに､ ①品質調整係

数・ウェイト調整係数の吟味と感応度分析､ ②

比較対象となる国際指標価格の適正さ､ ③同一

品目でありながら事実上別の市場価格形成がな

される複数の商品がある場合の処理 (たとえば

普通米と香り米)､ ④政府により生産者価格と

消費者価格が別個に管理される場合の���の

推定など､ 今後検証すべき課題が多く残されて
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